
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

規　
　

則

○
熊
本
県
職
員
等
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
職　

員　

課
）　

一

○
警
察
職
員
恩
給
給
与
細
則
を
廃
止
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

一

○
熊
本
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

　

部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）　

一

○
熊
本
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
男
女
共
同
参
画
課
）　

二

　
　

登　

載　

依　

頼

○
熊
本
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
）　

二

○
熊
本
県
地
方
労
働
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　
　

〃　
　
　
　
　

）　

三

○
熊
本
県
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
委
員
会
）　

三

　

熊
本
県
職
員
等
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
二
十
三
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
等
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
職
員
等
恩
給
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
熊
本
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
恩
給
給
与
細
則
（
大
正
十
二
年
閣
令
第
七
号
）
」
を
「
恩
給
給
与
細
則
（
昭
和
二
十
八
年

総
理
府
令
第
六
十
七
号
）
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条　

削
除

　

第
九
条
第
四
項
中
「
夫
又
は
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

警
察
職
員
恩
給
給
与
細
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
二
十
四
号

　
　
　

警
察
職
員
恩
給
給
与
細
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

警
察
職
員
恩
給
給
与
細
則
（
昭
和
九
年
熊
本
県
令
第
三
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
二
十
五
号

　
　
　

熊
本
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

　
　
　

部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四

十
二
年
熊
本
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
の
二
第
一
号
中
「
監
獄
」
の
下
に
「（
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
五

十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
お
い
て
刑
を
執
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
少
年
院
を
含

平成14年 3月29日　金曜 熊 本 県 公 報 号外　第  16  号1

 
目　
　

次 

規　
　
　
　

則



む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
」
を
削
る
。

　

第
六
条
の
四
中
「
三
十
万
五
千
円
」
を
「
三
十
一
万
五
千
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

別
記
第
三
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

別
記
第
三
号
様
式
別
紙
三
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　

」
に

「　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
十
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

改
正
後
の
熊
本
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規

　

則
第
六
条
の
四
の
規
定
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
葬
祭
補
償
に

　

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
葬
祭
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

　

よ
る
。

　

熊
本
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
二
十
六
号

　
　
　

熊
本
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
熊
本
県
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
条
例
第
五
十
九
号
）

　

第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
熊
本
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の

　

組
織
及
び
運
営
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
会
長
等
）

第
二
条　

審
議
会
に
会
長
及
び
副
会
長
各
一
人
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

２　

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。

３　

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

　

（
会
議
）

第
三
条　

審
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

２　

審
議
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３　

審
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決

す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
専
門
部
会
）

第
四
条　

専
門
部
会
は
、
審
議
会
の
委
員
の
う
ち
会
長
が
指
名
す
る
者
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

２　

専
門
部
会
に
部
会
長
を
置
く
。

３　

部
会
長
は
会
長
が
指
名
す
る
。

　

（
庶
務
）

第
五
条　

審
議
会
の
庶
務
は
、
環
境
生
活
部
に
お
い
て
処
理
す
る
。

　

（
雑
則
）

第
六
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会

　

に
諮
っ
て
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
地
方
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

　

熊
本
県
地
方
労
働
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長　

冨　

永　

清　

美

　
　
　

熊
本
県
地
方
労
働
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
程

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
程
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
定
め
ら
れ
て
い
る
告
示
（
以
下
「
既
存
告
示
」
と

　

い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条　

既
存
告
示
の
形
式
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一　

既
存
告
示
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
告
示
（
以
下
「
改
正
後
告
示
」
と

　
　

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
告
示
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
告
示
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。
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年
　
月
　
日
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
間

　
　
年
　
月
　
日
ま
で

□
看
護
婦

□
付
添
婦

□
そ
の
他

　
　
年
　
月
　
日
か
ら
　
　
　
　
　
　
看
護
師
の
資
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
間

　
　
年
　
月
　
日
ま
で
　
　
　
　
　
　
□
有
　
□
無

〔　
      
〕

保
健
婦
、
保
健
士
、
看
護
婦
、
看
護
士

保
健
師
、
看
護
師

准
看
護
婦
、
准
看
護
士

准
看
護
師

　
　
年
　
月
　
日
（
　
歳
）

　
　
年
　
月
　
日
生
（
　
歳
）

3
0
5
,0
0
0
円

3
1
5
,0
0
0
円

登　

載　

依　

頼



　

二　

改
正
後
告
示
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
配
置
は
、
既
存
告
示
に
お
け
る

　
　

文
字
の
配
置
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
告
示
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
様
式
に
つ
い
て
は
、

　

適
用
し
な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
告
示
中
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に

　

改
め
る
。

　

（
雑
則
）

第
四
条　

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
地
方
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
方
労
働
委
員
会
事
務
局

　

熊
本
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長　

冨　

永　

清　

美

　
　
　

熊
本
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
訓
令
は
、
こ
の
熊
本
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
熊
本
県
地

　

方
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号
。
以
下
「
処
務
規
程
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ

　

と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条　

処
務
規
程
の
形
式
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一　

処
務
規
程
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
処
務
規
程
（
以
下
「
改
正
後
処
務
規
程
」

　
　

と
い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
処
務
規
程
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
処
務
規
程
に
お
け
る
左
方

　
　

と
す
る
。

　

二　

改
正
後
処
務
規
程
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
配
置
は
、
処
務
規
程
に
お

　
　

け
る
文
字
の
配
置
と
す
る
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

処
務
規
程
中
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に

　

改
め
る
。

　

（
雑
則
）

第
四
条　

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子

熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
教
育
委

員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。
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一　

条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢

　

数
字

二　

号
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

三　

漢
数
字
（
一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の
を
除

　

く
。
）

ア
ラ
ビ
ア
数
字

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る

読
点
は
削
り
、
三
け
た
ご
と
に
コ
ン

マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と
と
も
に
、
小

数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に
改

め
る
。

一　

編
、
章
、
条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ

　

て
い
る
漢
数
字

二　

号
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

三　

漢
数
字
（
一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の
を
除

　

く
。
）

四　

促
音
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
つ
」
又
は
「
ツ
」

ア
ラ
ビ
ア
数
字

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る

読
点
は
削
り
、
三
け
た
ご
と
に
コ
ン

マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と
と
も
に
、
小

数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に
改

め
る
。

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
又
は
「
ッ
」



　
　

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
開
示
請
求
を
拒
否
す
る
場
合　

別
記
第
四
号
の
二
様
式
（
行
政
文
書

　
　

の
存
否
を
明
ら
か
に
し
な
い
不
開
示
決
定
通
知
書
）

　

二　

開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
を
管
理
し
て
い
な
い
場
合　

別
記
第
四
号
の
三
様
式
（
行
政
文
書
の

　
　

不
存
在
に
よ
る
不
開
示
決
定
通
知
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

別
記
第
四
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　

」

次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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２
　
条
例
第
1
0
条
に
該
当

３
　
そ
の
他

（
理
　
由
）

２
　
そ
の
他

（
理
　
由
）



　
　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
熊
本
県
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則

　

の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
た
開
示
請
求
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た

　

開
示
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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